
総務費
12億8,757万4千円

（9.74%）

民生費
20億2,653万円

（15.33%）

衛生費
13億551万2千円

（9.88%）

農林水産業費
10億8,011万円

（8.17%）

商工費
47億9,065万8千円

（36.25%）

土木費
6億406万8千円

（4.57%）

教育費
8億3,354万6千円

（6.31%）

公債費
7億7,013万1千円

（5.83%）

その他
5億1,775万7千円

（3.92%）

歳出
132億1,588万6千円

会　計　名 予算現額 構成比
一　 般　 会　 計 141億9,259万9千円 75.90%
特
別
会
計

国 民 健 康 保 険 18億7,432万7千円 10.03%
介 護 保 険 19億7,682万6千円 10.57%
後 期 高 齢 者 医 療 2億1,321万1千円 1.14%
公 共 下 水 道 2億2,971万4千円 1.23%

水 道 事 業 会 計 2億1,183万3千円 1.13%
合　　　計 186億9,851万0千円 100.00%

■ 令和５年度予算による
　一般会計・特別会計構成比（３月末現在）

区 分 一般会計
件 数 125件
現 在 高 46億8,507万2千円

基 金 現 在 高 117億1,748万3千円
土 地 4,522,761㎡
建 物 74,978㎡
一 時 借 入 金 0円

地方債残高（３月末現在）

会　計　名 予算現額 歳　　入 歳　　出
収入済額 収入率 支出済額 支出率

国 民 健 康 保 険 18億7,432万7千円 18億6,515万4千円 99.51% 18億5,246万3千円 98.83%
介 護 保 険 19億7,682万6千円 19億8,854万3千円 100.59% 18億1,838万6千円 91.99%
後 期 高 齢 者 医 療 2億1,321万1千円 2億1,518万3千円 100.92% 2億1,010万5千円 98.54%
公 共 下 水 道 2億2,971万4千円 2億5,138万7千円 109.43% 2億2,568万2千円 98.24%

■ 財産の状況（３月末現在）

◎特別会計

※収入率・支出率は小数点第３位を四捨五入しています。

決算
令和５年度

速報 歳入歳出
差 引 額

財政状況を公表します
4億5,100万1千円

【歳出の種類】
▪�総務費…庁舎などの維持管理
や全般的な管理事務に使うお金
▪�民生費…社会福祉（児童や高齢
者など）のために使うお金
▪�衛生費…病気の予防や生活環
境を守るために使うお金
▪�農林水産業費…農林業や水産
業の振興のために使うお金
▪�商工費…商工業や観光事業の
振興のために使うお金
▪�土木費…道路や公園などの整
備のために使うお金
▪�教育費…学校教育や社会教育
などのために使うお金
▪�公債費…借りたお金を返すた
めのお金
▪�その他…議会費、災害復旧費、
消防費
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歳入
136億6,688万7千円

町税
14億4,796万6千円

（10.59%）

地方交付税
29億3,911万1千円

（21.51%）

国県支出金
25億5,726万5千円

（18.71%）

繰越金
2億4,991万3千円

（1.84%）

寄付金
45億3,159万9千円

（33.16%）

町債
3億4,091万7千円

（2.49%） その他
16億11万6千円

（11.70%）

会　計　名
収益的収支 資本的収支

事業収益 執行率 事業費用 執行率 資本的収入 執行率 資本的支出 執行率

水 道 事 業
予 算 額 2億2,968万2千円

102.93%
2億2,057万6千円

90.50%
357万9千円

80.75%
9,444万1千円

92.42%
収 支 額 2億3,641万5千円 1億9,962万2千円 289万円 8,728万2千円

給水収益　2億619万8千円（税込）
※執行率は小数点第３位を四捨五入しています。

◎企業会計（令和４年 税込）

会　計　名
収益的収支 資本的収支

事業収益 執行率 事業費用 執行率 資本的収入 執行率 資本的支出 執行率

水 道 事 業
予 算 額 2億1,183万3千円

104.12%
1億9,873万8千円

90.05%
311万円

99.36%
1億847万円

93.24%
収 支 額 2億2,056万6千円 1億7,896万8千円 309万円 1億114万1千円

給水収益　2億493万6千円（税込）
※執行率は小数点第３位を四捨五入しています。

◎企業会計（令和５年 税込）

　地方自治法第243条の３（水道企業については、地方公営企業法第40条の２）の規定および大崎町財政状況の
公表に関する条例の定めにより、令和５年度の一般会計ならびに特別会計の財政状況を次のとおり公表します。
　これは、町民の皆さまに納めていただいた税金や国・県からの交付税等の収入および支出の執行状況を明ら
かにし、町の財政に対する理解を深めていただくためにおこなうものです。

【歳入の種類】
▪�町税…住民税や固定資産税な
どの税金
▪�地方交付税…国税（消費税や所
得税など）のうち、一定の割合
の額を地方公共団体に配分す
る税金
▪�国県支出金…町がおこなう事
業に対して国や県から交付さ
れるお金
▪�繰越金…前年度の決算で生じ
た剰余金
▪�寄附金…ふるさと納税寄附金
など
▪�町債…国や銀行からの借入金
▪�その他…地方譲与税や繰入金、
使用料および手数料、財産収
入、諸収入など
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